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（１）傍聴等の受付は、18時30分から会議の開催場所等の前で行います。
（２）会議の開催場所等において、写真撮影、録画、録音等は行わないでください。
（３）その他会議の支障となる行為はしないでください。
（４）会議当日、傍聴等要領を配布します。傍聴等要領の記載事項に違反したとき
　　は、退場していただく場合があります。
（５）傍聴を希望される方で配慮が必要な方は、11月4日（火）17時までに健康推進課へ
　　お申し出ください。

内線 4205

注 意 事 項

電話 043-245-5223
問 い 合 わ せ 先 保健福祉局健康福祉部健康推進課企画調整班

開 催 日 時 令和7年11月18日(火) 19:00 20:30

開 催 場 所 等 千葉市役所　正庁

傍 聴 者 等 の 定 員

傍聴者等の決定方法

会 議 の 方 法

　　　　　　　　　　　　　　 千葉市中央区千葉港１－１

※　通信回線を利用して会議に参加する者がいる場合に限る。

　

（１）部会長・副部会長の選出について
（２）歯科保健の現状について
（３）歯科保健に係る取組みについて
（４）その他

会議の開催について（お知らせ）

会 議 の 名 称 令和７年度千葉市健康づくり推進協議会
８０２０運動推進部会

議 題


